
調 書 の 比 較 表
質問応答記録書 質問調書 供述調書

根拠法令 無 国税通則法 刑事訴訟法

対 象 者 納税義務者 犯則嫌疑者 犯罪被疑者

調査の種類
行 政 調 査

犯罪捜査
税 務 調 査 犯則調査

適正手続の保障 無 有（憲法31条）

署名押印拒否 可（特異な言動） 可（刑訴法198条）

調査の目的
課税標準・税額の認定
→重加算税等

告 発
→刑事罰

起 訴
→刑事罰

供述拒否権 罰則による間接強制 有（憲法38条）

税務調査における
答述証拠の法定化

答
述
の
証
拠
化
は
、
国
税
に

関
す
る
次
の
3
種
類
の
調
査
に

よ
り
、
異
な
る
調
書
が
利
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
比
較
し

な
が
ら
、
税
務
調
査
に
お
け
る

答
述
の
証
拠
化
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

1

税
務
調
査

税
務
署
、
国
税
局
で
通
常
行

わ
れ
る
任
意
の
税
務
調
査
で
あ

り
、
行
政
調
査
（
行
政
機
関
が

行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
活

動
）
に
含
ま
れ
る
。

税
務
調
査
に
お
け
る
答
述
の

証
拠
化
に
関
し
て
、
法
律
の
直

接
の
定
め
は
な
い
。
調
査
実
務

に
お
い
て
答
述
を
証
拠
化
す
る

調
書
は
質
問
応
答
記
録
書
で
あ

る
。
こ
れ
を
定
め
た
国
税
庁
の

内
部
文
書
は
、「
質
問
応
答
記

録
書
作
成
の
手
引
に
つ
い
て
」

（
以
下
、「
作
成
の
手
引
」
と

い
う
）
で
あ
り
、
開
示
請
求
に

よ
り
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

る
。質

問
応
答
記
録
書
の
意
義

は
、
初
版
「
作
成
の
手
引
」（
平

成
25
年
6
月
）
で
は
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

初
版
「
作
成
の
手
引
」

は
し
が
き

質
問
応
答
記
録
書
は
、
調

査
関
係
事
務
に
お
い
て
必

要
が
あ
る
場
合
に
、
質
問

検
査
等
の
一
環
と
し
て
、

調
査
担
当
者
が
納
税
義
務

者
等
に
対
し
質
問
し
、
そ

れ
に
対
し
納
税
義
務
者
等

か
ら
回
答
を
受
け
た
事
項

の
う
ち
、
課
税
要
件
の
充

足
性
を
確
認
す
る
上
で
重

要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に

つ
い
て
、
そ
の
事
実
関
係

の
正
確
性
を
期
す
る
た

め
、
そ
の
要
旨
を
調
査
担

当
者
と
納
税
義
務
者
等
の

質
問
応
答
形
式
等
で
作
成

す
る
行
政
文
書
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

質
問
応
答
記
録
書
は
質
問
検
査

等
（
権
で
は
な
い
）
の
一
環
と

し
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
質
問
応
答
記
録

書
の
作
成
は
国
税
通
則
法
で
定

め
る
質
問
検
査
権
の
行
使
で
は

な
い
。
意
義
が
詳
ら
か
に
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
質
問
応
答
記

録
書
に
は
法
的
な
根
拠
が
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
質
問

応
答
記
録
書
へ
の
署
名
・
押
印

の
有
無
で
、
重
加
算
税
と
い
う

重
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
可
否
が
左

右
さ
れ
る
と
い
う
調
査
実
務
の

現
状
か
ら
考
え
合
わ
せ
る
と
、

そ
の
法
定
化
が
必
要
で
あ
る
。

2

犯
則
調
査

行
政
調
査
に
含
ま
れ
る
が
、

刑
事
手
続
の
側
面
を
有
す
る
。

犯
則
事
件
の
調
査
と
は
、
犯
則

事
件
の
証
拠
を
集
取
し
、
犯
則

事
実
の
有
無
と
犯
則
嫌
疑
（
行

為
）
者
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の

手
続
で
あ
り
、
告
発
を
終
局
の

目
的
と
し
て
行
う
も
の
を
い

う
。
裁
判
所
の
許
可
に
よ
り
強

制
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。犯

則
調
査
に
お
い
て
、
犯
則

嫌
疑
者
の
答
述
を
証
拠
化
す
る

方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の

は
、
国
税
通
則
法
1
5
2
条
の

定
め
に
よ
る
質
問
調
書
（
旧

国
税
犯
則
取
締
法
の
質
問
て
ん

末
書
）
で
あ
る
。

国
税
通
則
法

第
1
5
2
条
（
調
書
の
作

成
）当

該
職
員
は
、
こ
の
節

の
規
定
に
よ
り
質
問
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
調
書
を

作
成
し
・
・
・
質
問
を
受

け
た
者
と
と
も
に
こ
れ
に

署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
質
問

を
受
け
た
者
が
署
名
押
印

せ
ず
、
又
は
署
名
押
印
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
付
記
す
れ

ば
足
り
る
。

犯
則
嫌
疑
者
の
署
名
・
押
印

拒
否
権
を
明
文
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
高
裁
は
、
憲
法
38
条

1
項
の
規
定
に
よ
る
供
述
拒
否

権
の
保
障
は
、
国
税
犯
則
取
締

法
上
の
犯
則
嫌
疑
者
に
対
す
る

質
問
調
査
の
手
続
に
も
及
ぶ
と

判
示
し
て
い
る
（
最
高
裁
昭
和

59
年
3
月
27
日
判
決

所
得
税

法
違
反
事
件
）。

3

犯
罪
捜
査

捜
査
は
、
検
察
を
は
じ
め
と

す
る
捜
査
機
関
が
、
犯
罪
が
あ

る
と
考
え
る
と
き
に
、
犯
人
と

思
わ
れ
る
被
疑
者
を
特
定
・
発

見
し
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
の

身
柄
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

証
拠
を
収
集
・
保
全
す
る
一
連

の
手
続
で
あ
る
。

犯
罪
捜
査
に
お
い
て
、
被
疑

者
の
答
述
を
証
拠
化
す
る
方
法

と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
刑

事
訴
訟
法
1
9
8
条
の
定
め
に

よ
る
供
述
調
書
で
あ
る
。

刑
事
訴
訟
法

第
1
9
8
条

3

被
疑
者
の
供
述
は
、

こ
れ
を
調
書
に
録
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

5

被
疑
者
が
、
調
書
に

誤
の
な
い
こ
と
を
申
し

立
て
た
と
き
は
、
こ
れ

に
署
名
押
印
す
る
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
こ
れ
を
拒

絶
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

4

質
問
応
答
記
録
書
、
質
問
調
書
、
供
述
調
書

の
比
較

検
察
官
の
作
成
す
る
供
述
調

書
は
、
被
疑
者
の
署
名
・
押
印

が
あ
れ
ば
、
刑
事
裁
判
に
お
い

て
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
、
被

告
に
刑
事
罰
を
科
す
た
め
の
証

拠
と
な
る
。
た
だ
し
、
長
期
間

に
及
ぶ
取
調
べ
、
深
夜
に
及
ぶ

取
調
べ
、
脅
迫
に
よ
る
取
調

べ
、
利
益
供
与
に
よ
る
取
調
べ

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書

は
、
法
的
な
証
拠
に
な
ら
な
い

場
合
も
あ
る
。

犯
則
調
査
に
お
け
る
質
問
調

書
も
犯
則
嫌
疑
者
の
告
発
を
目

的
と
す
る
刑
事
手
続
の
中
で
作

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
供
述

調
書
に
準
じ
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

一
方
、
質
問
応
答
記
録
書

は
、
検
察
官
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受

け
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
証
拠

力
が
裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
も

稀
で
あ
る
。
質
問
応
答
記
録
書

の
写
は
回
答
者
に
手
交
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
回
答
者
が
そ
の

証
拠
力
を
争
う
の
が
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
そ
の
証
拠
力
は
、

実
質
的
に
は
課
税
庁
組
織
内
の

判
断
で
確
定
す
る
。
課
税
庁
の

調
査
官
が
作
成
し
た
質
問
応
答

記
録
書
の
証
拠
力
を
、
課
税
庁

自
ら
が
否
定
す
る
こ
と
は
無
い

で
あ
ろ
う
。

5

重
加
算
税
と
刑
罰

重
加
算
税
は
、
課
税
標
準
等

又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
を

隠
蔽
・
仮
装
し
て
い
た
場
合
に

課
さ
れ
る
附
帯
税
で
あ
り
（
国

税
通
則
法
68
条
）、
罰
金
（
刑

罰
）
で
は
な
い
。
し
か
し
、
税

率
は
高
く
、
青
色
申
告
の
承
認

の
取
消
し
対
象
に
な
り
う
る

等
、
納
税
者
に
は
重
い
負
担
と

な
る
。

世
間
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
で

は
、
重
加
算
税
と
罰
金
は
同
じ

で
あ
り
、
重
加
算
税
を
賦
課
さ

れ
た
納
税
義
務
者
は
、
悪
質
な

脱
税
者
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

質
問
応
答
記
録
書
が
、
重
加
算

税
を
賦
課
す
る
ツ
ー
ル
と
な
っ

て
い
る
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
納

税
義
務
者
の
権
利
を
擁
護
す
る

仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

6

署
名
・
押
印

質
問
調
書
は
犯
則
嫌
疑
者
、

供
述
調
書
は
犯
罪
被
疑
者
を
対

象
と
し
、
法
律
に
則
っ
た
手
続

の
な
か
で
作
成
さ
れ
る
（
適
正

手
続
の
保
障
）。
ま
た
、
調
書

へ
の
署
名
・
押
印
拒
否
（
憲
法

38
条
黙
秘
権
、
刑
事
訴
訟
法
1

9
8
条
5
項
）
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。

一
方
で
、
質
問
応
答
記
録
書

は
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上

作
成
す
る
単
な
る
行
政
文
書
に

す
ぎ
な
い
。
民
間
人
で
あ
る
納

税
義
務
者
に
対
し
、
法
律
の
根

拠
も
な
く
行
政
文
書
に
署
名
・

押
印
を
求
め
る
の
は
、
ど
の
よ

う
な
道
理
な
の
だ
ろ
う
か
。

署
名
・
押
印
拒
否
に
つ
い

て
、
初
版
「
作
成
の
手
引
」
で

は
、
調
査
官
に
対
し
法
律
的
に

正
し
い
説
明
を
し
て
い
る
。

初
版
「
作
成
の
手
引
」

は
し
が
き

署
名
押
印
は
回
答
者
の
任

意
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
強
要
し
て
い

る
と
受
け
止
め
ら
れ
な
い

よ
う
留
意
す
る
。

改
訂
版
「
作
成
の
手
引
」
で

は
、Ｆ
Ａ
Ｑ
問
40
と
問
28
か
ら
、

国
税
庁
は
署
名
・
押
印
拒
否
を

「
特
異
な
言
動
」
と
い
う
特
異

な
表
現
を
使
っ
て
、
調
査
官
に

説
明
し
て
い
る
。

改
訂
版
「
作
成
の
手
引
」

Ｆ
Ａ
Ｑ
問
40

②

質
問
応
答
中
に
回
答

者
が
特
異
な
言
動
を
し
た

場
合
【
問
28
参
照
】

つ
ま
り
、
参
照
先
の
問
28
の

納
税
義
務
者
の
言
動
が
、
特
異

な
言
動
と
な
る
。

改
訂
版
「
作
成
の
手
引
」

Ｆ
Ａ
Ｑ
問
28

回
答
者
が
署
名
・
押
印
を

拒
否
し
た
場
合
は
、
ど
の

よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
。

し
た
が
っ
て
、
国
税
庁
は
署

名
・
押
印
を
拒
否
す
る
納
税
義

務
者
を
、
特
異
な
言
動
を
す
る

人
と
断
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
調
査
官
の
署
名
・

押
印
拒
否
に
対
す
る
対
応
は
厳

し
く
な
り
、
任
意
調
査
の
限
界

へ
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
筆
者
は
初
版
「
作
成

の
手
引
」
の
対
応
が
、
税
務
調

査
で
の
正
し
い
対
応
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

7

答
述
の
証
拠
化
手
続
の
改
革

税
務
調
査
に
お
け
る
答
述
の

証
拠
化
の
必
要
性
は
認
め
る

が
、
次
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

①

税
務
調
査
は
、
何
ら
か

の
違
反
行
為
を
前
提
と
せ

ず
、
全
て
の
納
税
義
務
者

を
対
象
に
し
て
行
な
わ
れ

る
。

②

質
問
応
答
記
録
書
は
、

罰
金
（
刑
罰
）
に
匹
敵
す

る
重
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
（
重

加
算
税
）
を
課
す
た
め
の

証
拠
と
な
る
。

③

税
務
調
査
は
、
納
税
者

の
理
解
と
協
力
を
得
て
行

う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
調
査
官
が
質

問
応
答
記
録
書
へ
の
署
名
・
押

印
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
納

税
義
務
者
へ
の
配
慮
と
制
度
の

透
明
性
が
必
要
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
例
え
ば
、
公
正
取
引

委
員
会
の
行
政
調
査
手
続
に
関

す
る
「
独
占
禁
止
法
審
査
手
続

に
関
す
る
指
針

2
供
述
聴

取
」
が
参
考
と
な
る
。

税
務
調
査
に
お
け
る
答
述
の

証
拠
化
に
関
す
る
手
続
は
、
国

会
で
ゼ
ロ
か
ら
議
論
し
新
た
に

法
定
化
す
る
、
あ
る
い
は
、
現

行
の
法
律
の
範
囲
内
で
手
続
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
作

成
す
る
、
な
ど
に
よ
り
、
広
く

国
民
に
周
知
さ
れ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
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